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新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

　感染症法施行規則の改正に基づき、令和 4年 9月 26 日より、保健所への新型コロナウイル
ス感染症の発生届の対象が、65歳以上の人や入院を要する人などに限定されました。

新型コロナウイルス感染症の発生届の見直しについて

　次の検査で陽性の結果が出た人は、療養期間中の支援のため、自宅療養者フォローアップセ
ンター※へ登録してください。（登録にはインターネット環境が必要です。インターネット環境
がない人は、医療機関に陽性の結果が出た旨を電話で伝え、医療機関を受診してください。）
※「自宅療養者フォローアップセンター」とは、自宅療養中の体調急変時における健康相談や生活相談を

円滑に行うため、県が設置しています。

　10 月 1 日号 4 ページの新型コロナワクチン（12 歳以上の人）の初回接種を行って
いる医療機関（砂川小児科医院）について、接種できる時間に誤りがありました。訂正
してお詫びします。

正）　砂川小児科医院　水・金曜日　17:00 ～ 18:00（☎︎ 83-8185）

■お詫びと訂正

変更前（9/25 まで） 陽性と診断された人（全員）

変更後（9/26 から）

医療機関で陽性と診断された人のうち、
◦ 65 歳以上の人
◦入院を要する人
◦重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与または新たに酸

素投与が必要な人
◦妊婦

検査方法

◦薬局等で抗原定性検査キットを購入し、自己検査した人
◦薬局等での無料検査等で抗原定性検査または PCR 検査した人
◦濃厚接触者として、県に申し込んだ抗原定性検査キットで検査した人
◦県が実施する無料の集中 PCR 検査（郵送方式）で PCR 検査した人

フォローアップ
センターへの

登録方法

①以下の URL または右 QR コードからアクセスし、必要事項を入力
　して送信（陽性判定が出たことが分かる画像のアップロードが必要）
　https://yamaguchi-covid-center.co/
②フォローアップセンターから登録受付完了メールが届く
※このメールが届かない場合は、受付が完了していません。

◉自宅療養期間などの詳細は県ホームページをご確認ください。
◉ご不明な点等は健康増進課（☎ 71-1814）にお問い合わせください。

自己検査等で陽性の結果が出た人は
自宅療養者フォローアップセンターへの登録が必要です

【県 HP】

■発生届の対象者


